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昨
年
11
月
12
日
、「
近
年
増
え
て
い

る
軽
症
患
者
の
受
診
を
抑
制
し
、
重
症

患
者
の
治
療
を
充
実
さ
せ
る
狙
い
」
で
、

埼
玉
医
大
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
が
時
間

外
特
別
料
金（
8
4
0
0
円
）の
徴
収

を
検
討
し
て
い
る
と
の
報
道
が
な
さ
れ

た
1）
。

保
険
診
療
だ
け
で
あ
れ
ば
、
地
方
自

治
体
の
地
方
単
独
事
業
に
よ
り
乳
幼
児

医
療
の
患
者
負
担
の
軽
減
策
が
普
及
し

た
2）
た
め
、
多
く
の
自
治
体
で
受
診
者

の
負
担
額
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で
あ
る
が
、
選

定
療
養
に
係
わ
る
特
別
料
金
を
医
療
機

関
が
患
者
に
課
し
た
場
合
、
患
者
自
ら

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
受
診
行
動

に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
全
国
27
の
小
児
救
急
医
療

拠
点
病
院
に
お
け
る
選
定
療
養
（
こ
の

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
20

年
1
月
20
日
、
27
の
拠
点
病
院
に
お
け

る
選
定
療
養
に
係
わ
る
特
別
料
金
に
つ

い
て
、
当
該
県
の
社
会
保
険
事
務
局
に

資
料
の
開
示
請
求
を
行
っ
た
。

結　

果

ま
ず
、
全
国
の
選
定
療
養
に
係
わ
る

特
別
料
金
の
徴
収
状
況
は
、
表
1
〔
第

86
回
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
総
会

（
平
成
18
年
4
月
19
日
開
催
）資
料
〕
の

通
り
で
あ
る
。

対
象
医
療
施
設（
全
診
療
科
）の
う
ち
、

2
0
0
床
以
上
の
病
院
の
未
紹
介
患
者

の
初
診
で
41
・
3
％
、
2
0
0
床
以
上

の
病
院
の
再
診
で
3
・
5
％
、
時
間
外

（
休
日
、
深
夜
を
含
む
：
以
下
同
じ
）診

療
で
0
・
15
％
が
特
別
料
金
を
徴
収
し

場
合
、
2
0
0
床
以
上
の
病
院
の
未
紹

介
患
者
の
初
診
、
2
0
0
床
以
上
の
病

院
の
再
診
、
時
間
外
に
関
す
る
も
の
。

以
下
、
同
じ
）に
係
わ
る
特
別
料
金
の

徴
収
の
実
態
を
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
。

方　

法

全
国
の
小
児
救
急
医
療
拠
点
病
院
の

施
設
数
は
厚
労
省
の
全
国
小
児
救
急
医

療
関
係
主
管
課
長
会
議
（
平
成
17
年
12

月
9
日
開
催
）
の
資
料
3）
に
よ
り
、
ま

た
、
施
設
名
は
各
県
の
中
核
病
院
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
た
。
施
設
名
が

確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
当
該
県
の
医

療
政
策
主
管
部
局
に
電
話
で
確
認
し
た
。

な
お
、
選
定
療
養
に
係
わ
る
特
別
料

金
に
関
し
て
は
、
徴
収
し
よ
う
と
す
る

医
療
機
関
が
社
会
保
険
事
務
局
に
報
告

て
い
た
。
料
金
は
、
初
診
で
2
1
0
円

〜
5
2
5
0
円
、
再
診
で
10
円
〜
5
2

5
0
円
、
時
間
外
で
70
円
〜
2
万
1
5

0
円
で
あ
っ
た
。

一
方
、
今
回
調
査
し
た
27
の
小
児
救

急
医
療
拠
点
病
院
に
お
け
る
選
定
療
養

に
係
わ
る
特
別
料
金
の
徴
収
状
況
に
つ

い
て
は
、
初
診
で
は
24
施
設
（
88
・
8

％
）、
再
診
で
は
2
施
設（
7
・
4
％
）、

時
間
外
で
は
1
施
設
（
3
・
7
％
）が
、

特
別
料
金
を
徴
収
す
る
と
地
方
社
会
保

険
事
務
局
に
報
告
し
て
い
た
。

徴
収
額
は
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、

初
診
で
1
0
5
0
円
〜
5
2
5
0
円
、

再
診
で
4
2
0
円
〜
5
3
0
円
、
時
間

外
で
は
時
間
帯
に
よ
り
1
5
7
5
円
〜

4
7
2
5
円
で
あ
っ
た
。

考　

察

27
の
小
児
救
急
医
療
拠
点
病
院
に
お

け
る
選
定
療
養
に
係
わ
る
特
別
料
金
は
、

表
2
の
通
り
初
診
で
は
24
施
設
（
88
・

8
％
）と
、
ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
徴
収

し
て
お
り
、
全
国
の
医
療
機
関
の
徴
収

状
況
と
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
2
倍
の
比

率
で
あ
っ
た
。
一
方
、
再
診
は
2
施
設

の
み
、
時
間
外
は
1
施
設
の
み
が
徴
収

し
、
ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
は
徴
収
し
て

小
児
救
急
医
療
拠
点
病
院
に
お
け
る 

選
定
療
養
と
特
別
料
金
の
徴
収
に
つ
い
て江え

原は
ら　

朗あ
き
ら
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急
医
療
拠
点
病
院
の
持
つ
診
療
の
特
殊

性
を
反
映
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

た
だ
、
徴
収
に
関
し
て
は
療
養
担
当

規
則
に
「
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も
の
を
除

く
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
支
払

時
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
、
実
際
に

は
特
別
料
金
を
徴
収
し
て
い
な
い
ケ
ー

ス
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
小
児
救
急
医
療
拠
点
病

院
の
医
療
現
場
、
特
に
初
診
時
に
お
い

て
、
特
別
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
で
軽

症
者
の
受
診
を
抑
制
し
て
い
る
か
ど
う

か
、
こ
の
デ
ー
タ
だ
け
で
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
平
成
9
年
の
医
療
経
済
研

究
機
構
の
「
初
診
外
来
に
お
け
る
特
定

療
養
費
導
入
時
に
観
測
さ
れ
た
受
療
行

動
の
価
格
弾
力
性
に
関
す
る
研
究
」
に

よ
れ
ば
、
小
児
科
で
初
診
時
に
1

 
2
 
0
 

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

初
診
時
に
は
特
別
料
金
を
徴
収
す
る

が
、
再
診
と
時
間
外
に
つ
い
て
は
徴
収

を
た
め
ら
う
と
い
う
点
は
小
児
救
急
医

療
拠
点
病
院
も
、
全
国
の
医
療
機
関
も

ほ
ぼ
共
通
し
た
傾
向
と
言
え
よ
う
。
ま

た
、
初
診
時
の
特
別
料
金
の
徴
収
の
比

率
が
ほ
ぼ
2
倍
と
い
う
の
は
、
小
児
救

0
円
の
特
別
料
金
を
徴
収
し
た
場
合
、

負
担
額
の
増
加
率
を
上
回
る
受
診
率
の

低
下
が
見
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
1
2
0
0
円
を

超
え
る
施
設
は
24
施
設
の
う
ち
18
施
設

と
、
徴
収
し
て
い
る
施
設
の
4
分
の
3

に
上
り
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
病
院
で
は

初
診
患
者
を
制
限
し
て
い
る
可
能
性
は

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
小
児
の
受
診
件
数
の
う
ち
時

表 1 　全国の医療機関における選定療養（200床以上の病院の未紹介
患者の初診、200床以上の病院の再診、時間外）

（平成16年7月1日現在）

200床以上 200床以上 時間外初診 再診

徴収施設数（A） 1,138 96 154

徴収額（円） 210～5,250 10～5,250 70～20,150

徴収可能な施設数（B）  2,757＊ 2,757＊ 106,128＃

徴収率（％）（A÷B） 41.30 3.50 0.15 
＊200床以上の病院、＃病院および診療所

表 2　27の小児救急医療拠点病院における特別料金
（単位：円、平成20年1月20日現在）

都道府県 施設 200床以上
初診

200床以上
再診 時間外

北海道 A 1,050 0 0
B 3,150 0 0
C 2,200 0 0
D 1,050 0 0
E 1,050 0 0

茨城 F 1,050 0 0
G 0 0 0

埼玉 H 2,100 0 0
I 3,150 0 0

千葉 J 2,100 420＊ 0
K 5,250   0＊ 時間外1,575

休日　2,625
深夜　4,725

L 2,100 530 0

神奈川 M 2,940 0 0

岐阜 N 1,390 0 0
O 1,050 0 0

兵庫 P 1,500 0 0

広島 Q 0 0 0
R 3,150 0 0
S 1,050 0 0

山口 T 2,000 0 0
U 2,100 0 0

徳島 V 5,250 0 0

熊本 W 2,625   0＃ 0
X 1,575   0＃ 0
Y 0   0＃ 0

大分 Z 1,570 0 0

鹿児島 AA 2,000 0 0

（注）＊開示文書に記載がなく、ホームページや電話で確認
＃  文書保存期間を経過して文書が破棄されており、病院
に電話をして確認
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間
外
診
療
の
占
め
る
割
合
は
1
割
に
上

る
と
推
計
さ
れ
る
4）
も
の
の
、
日
本
小

児
科
学
会
の
平
成
18
年
「
病
院
小
児

科
・
医
師
現
状
調
査
報
告
書
」
に
お
け

る
時
間
外
受
診
者
の
う
ち
入
院
の
適
応

と
な
る
患
者
は
約
6
％
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
報
告
5）
は
、
注
目
す
べ
き
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

現
在
、
医
療
現
場
の
深
刻
な
問
題
は

時
間
外
受
診
の
増
加
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
小
児
科
勤
務
医
の
疲
弊
が

社
会
問
題
化
し
て
い
る
6） 

7）
。
こ
の
際
、

医
師
の
健
康
を
守
る
と
と
も
に
、
医
師

の
過
労
に
よ
る
医
療
事
故
か
ら
患
者
を

守
る
た
め
に
は
、
時
間
外
受
診
の
軽
症

患
者
に
対
し
て
、
経
済
的
な
誘
導
に
よ

っ
て
時
間
外
受
診
を
抑
制
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
、
時
間
外
受
診
に
お
け
る
軽

症
者
の
受
診
抑
制
に
有
効
な
徴
収
額
を

い
く
ら
に
す
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え

て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
1
2
0
0
円

程
度
の
特
別
料
金
で
受
診
抑
制
の
可
能

性
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
一
方
で
、
そ

れ
以
上
の
特
別
料
金
で
あ
っ
て
も
過
重

な
負
担
と
な
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
6
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
時
間
外
に

お
け
る
受
診
状
況
を
み
て
み
る
。

厚
労
省
の
社
会
医
療
診
療
行
為
別
調

査
に
よ
れ
ば
、
平
成
18
年
6
月
時
点
に

お
け
る
6
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
時
間
外

の
受
診
は
77
万
回
で
あ
る
。
平
成
17
年

国
勢
調
査
で
は
、
全
国
の
0
〜
5
歳
人

口
は
約
6
7
6
万
人
で
あ
る
の
で
、
単

純
計
算
で
は
6
月
に
お
け
る
6
歳
未
満

の
乳
幼
児
は
1
月
当
た
り
0
・
11
回

（
＝
77
万
回
÷
6
7
6
万
人
）
の
時
間

外
の
受
診
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
小
児
科
診
療
所
の
診
療
報
酬

か
ら
推
計
す
る
と
、
1
年
間
の
受
診
回

数
は
6
月
の
受
診
回
数
の
12
・
55
倍
と

な
り
8）
、
し
た
が
っ
て
、
6
歳
未
満
の

年
間
時
間
外
受
診
数
は
1
・
38
回
（
＝

0
・
11
回
×
12
・
55
）
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
1
回
の
時
間
外
受
診
に
お
け
る

特
別
料
金
が
仮
に
1
万
円
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
1
年
間
の
支
払
い
は
1
・
38

万
円
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
、
平
成
18
年
国
民
生
活
基
礎
調

査
に
よ
る
と
、
年
間
平
均
所
得
は
、
世

帯
主
が
29
歳
未
満
の
世
帯
で
3
0
6
・

4
万
円
、
30
〜
39
歳
の
世
帯
で
5
4

9
・
9
万
円
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

1
・
38
万
円
と
い
う
特
別
料
金
の
額
は
、

世
帯
主
が
29
歳
未
満
の
世
帯
で
あ
っ
て

も
年
間
所
得
の
0
・
4
％
に
す
ぎ
ず
、

効
果
的
な
軽
症
者
の
受
診
抑
制
の
た
め

に
は
、
も
う
少
し
多
く
の
金
額
を
徴
収

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
中
と
同
様
の
医
療
提
供
体
制
が
確

保
で
き
な
い
状
況
下
で
、
時
間
外
受
診

を
無
制
限
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
軽
症
患
者
の
受
診
抑
制
に

結
び
つ
く
よ
う
な
啓
発
活
動
を
行
う
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
経
済
的
な

障
壁
の
設
定
を
、
課
金
す
る
額
の
高
低

も
含
め
て
、
真
剣
に
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
に
入
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

時
間
外
の
高
額
な
特
別
料
金
を
常
時

課
金
す
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
、
準

夜
帯
と
深
夜
帯
の
料
金
を
変
え
る
こ
と

で
、
受
診
帯
を
深
夜
帯
か
ら
準
夜
帯
へ

経
済
的
に
誘
導
す
る
な
ど
検
討
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
る
。
限
り
あ
る
医
療
資
源

を
ど
う
活
用
す
る
か
、
適
切
な
制
度
設

計
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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